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研究成果の概要（和文）： 
本研究では、中山間地域における「小さな自治」（地域自治組織）の機能と性格の解明を行い、
今後の発展条件を明らかにした。事例分析から、「小さな自治」では(1) 特産品開発や店舗経営
等の経済活動を含め総合的な活動を行い、(2)「小さな自治」と集落は補完関係にあり、集落の
守りの自治に対して「小さな自治」は攻めの自治を担当する特質を有していた。しかし、多く
の組織は任意組織であり、ＮＰＯ法人の選択も見られるが、それは組織の性格からして必ずし
も適合的でない。そのため、このような性格に対応した新たな法人格などの制度政策の整備が
求められる。 
 
研究成果の概要（英文）： 
In this research, we discussed the function, characters and conditions for development 
of “small autonomy” (regional autonomy organizations) in rural areas. In detail 
activities, the characters common to these organization can be arranged as follows: (1) 
the activities are comprehensive with economical activities, such as managing shops and 
making local products. (2) those organizations maintain the mutually supplementing 
relation with the conventional communities of territorial bond. They are conscious that 
the communities act the part of conventional “defensive autonomous activity” and the 
Promoting Association acts the part of new “aggressive autonomous activity”.  
 But these are private organizations or NPO corporations. NPO corporation is not proper 
by nature as a frame for the organization of territorial bond closed in a region. Therefore 
we must attack a problem of institutionalization of “small autonomy”. 
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１．研究開始当初の背景 

「小さな自治」（行政用語では「地域自治

組織」）が各方面から注目されている。ここ

で言う「小さな自治」とは、町内会や集落、

あるいはそれらを越える地域範囲を基盤と

するコミュニティ組織であり、住民自治の担

い手として期待されているものである。 

そして、この「小さな自治」研究は、次の

３つの理由で都市のみならず、農村地域、特

に中山間地域において研究上・実践上の重要

性を持っていると考えるべきである。 

①事例数や設立時期において、都市よりも中

山間地域で先んじているという実態がある

と思われる。国内の「小さな自治」のあり

方や現実の運営実態を論じるならば、むし

ろ先発する中山間地域の事例を分析する必

要がある。 

②こうした組織設立の必要性は、市町村合併

との関係で生じているが、今回の「平成の

大合併」は農村地域、とりわけ中山間地域

で顕著に進行している。そして、特に都市

と合併する中山間地域では、合併の条件と

して「小さな自治」の設立を主張するケー

スが少なくなかった。つまり、中山間地域

においては、実態としても期待としても、

「小さな自治」の意義はより大きいと言え

よう。 

③中山間地域には、地縁組織でかつ自治組織

である集落が既に存在しており、こうした中

で新たな住民自治の組織を設立するには、集

落との関係や調整など、考えるべき要素が少

なくない。その点で、「小さな自治」をめぐ

る議論は、中山間地域でより「難問」である。

それ故に、この組織のあり方をめぐる研究成

果が、中山間地域でより実践的にも期待され

ていると言えよう。 

こうした状況にもかかわらず、中山間地域

における「小さな自治」は、それ自体が中心

課題として研究されることはほとんどなかっ

たと言える。このような研究上の空白状況を

埋め、また実践的な要請に応える意味でも、

「小さな自治」の研究が強く要請されている。 

 
 
２．研究の目的 

本研究では、農業経済学分野では、取り上

げられることがほとんどなかった中山間地

域における「小さな自治」（行政用語では「地

域自治組織」と呼ばれる）の機能と性格の解

明を行い、今後の発展条件を明らかにするこ

とを課題とする。 

より具体的には、①こうした組織が果たし

ている機能（様々な事業によって住民や地域

に与える意義等）、②組織の構成や機構（全

住民の自治組織としての可能性等）を解明し、

さらに③こうした側面を強化・促進する制度

的課題（法人格や税制）を実証的に提起する

ことを目的とする。 

 
３．研究の方法 

研究手法は、地域実態調査を中心として、

①事業分析、②組織分析、③制度分析の３方

面からアプローチする。 

①事業分析では、「小さな自治」が行う具

体的な事業とその機能を解明することを課

題として。その事業は、地域行事、地域福祉、

社会教育、農地保全、特産品開発、生活施設

運営等と幅広く、それらをもれなく把握する

実態調査をおこなった。 

②組織分析では、「小さな自治」が持って

いる組織原理（メンバーの結合の仕組みや組

織構成）や財政状況の分析を行った。特に重

要となるのは、その構成単位が「いえ」単位



であるのか否か、住民の多数が参加しうる組

織機構となっているのか否か、そして財政的

には地方自治体との関係はいかなる状況に

あるのかの解明を実態調査によって行った。 

③制度分析は、財政や財産所有等において

組織が持つ制度上の問題点の析出を課題と

した。具体的には、これらの組織の法人化の

有無や内容が問題となり、特に法人格を持っ

ていない場合の法人制度のあり方について

の考察が行った。 

 
４．研究成果 

本研究では、まず研究分担者、研究協力者

を含めて参加する濃密調査地域を設定し、実

態調査の機会を利用する相互討論により、中

山間地域の「小さな自治」についての実態認

識や問題意識の共有化を図ることを企図し

た。そのため、広島県安芸高田市川根地区を

濃密調査地域に設定し、地区内全集落の集約

的なヒヤリング、地域住民の地域自治組織で

ある川根振興協議会に対する意識をアンケ

ート調査により接近した。その結果を踏まえ、

東日本および西日本の「小さな自治」に関す

る事例収集と分析を進めることで、その特徴

と性格を明らかにした。 

(1)「小さな自治」の特徴 

第１に、その名称が挙げられる。従来から

の地縁組織とは異なり、「夢未来」「きらり」

という多彩な名称が見られ、住民の意志を感

じさせるものが少なくない。（例：夢未来く

んま（静岡県浜松市）、きらり水源村（熊本

県菊池市）など） 

 第２は、地理的分布であり、先発事例は静

岡以西の西日本に限定される傾向にあり、日

本列島に対して「西高東低」型の配置をして

いる。その背景として、川根振興会を典型事

例として、新しいコミュニティの発足は、過

疎化高齢化の反作用として生まれるという

プロセスのものが多い。また、西日本で進捗

した市町村合併の影響も考えられる。合併が

急進した地域では、団体自治（市町村）の広

域化の中で、それを埋めるような形で、住民

自治の強化が主張され、それはしばしば「小

さな自治」と呼ばれている。（例：NPO 法人

大名草（兵庫県丹波市）など） 

第３に、その範域がある。コミュニティの

運営は、お互いが面識を持つ、いわば「面識

集団」の範囲で、そして「手触り感」がある

中で行われるべきことは容易に理解できる。

各地の事例の地域範域は集落から昭和合併

時の旧村まで多様であるが、概ね 100～400

世帯の幅にあり、「手触り感」のあるエリア

としては、この規模が上限であり、それは結

果的には概ね昭和合併時の旧村に相当する

ものとみられる。 

(2)「小さな自治」の性格 

「小さな自治」に共通する性格をまとめれ

ば、次のように指摘できる。 

第１点は、活動内容の総合性である。濃密

調査を実施した川根振興協議会の事例では、

下記の①から④の活動が段階的に積み重な

り、総合的な機能を発揮していた。 

①暮らしの「安全」を守る防災 

②暮らしの「楽しさ」を作り出す地域行事 

③暮らしの「安心」を支える地域福祉活動 

④暮らしの「豊かさ」を実現する経済活動 

 総合性の発揮は必ずしも当初から予定さ

れていたわけではなく、「防災」という全住

民に共通する課題からはじめ、その後の地域

課題に一つひとつ対応した、身の丈にあった

活動の絶え間ない積み重ねであり、その結果

がまさに「役場」のような産業振興、福祉、

防災、伝統文化保存に及ぶ総合性を発揮して

いると捉えられる。 

第２の特徴は、この組織が自治組織である

と同時に、経済活動を行う組織という二面性

を持つ点である。経済組織の側面は、川根振



興協議会では店舗やガソリンスタンドの運

営として見ることができ、他の組織でも、レ

ストラン、宿泊施設、産品開発・販売等と多

彩である。これらの経済活動は、住民の生活

維持のためにやむを得ない対応として始ま

った「生活維持的事業」もある。また、都市

農村交流の拠点としての施設運営（廃校跡地

の宿泊施設としての経営）や農村レストラン

等の地域の雇用や付加価値の確保を目的と

した「生活発展的事業」もあり、様々なタイ

プはあるものの、少なくとも「コミュニティ

組織は経済活動を行わない」とう常識は当て

はまらない。 

 第３は、こうした組織が、農村の従来から

の地縁組織である集落との間で補完関係を

保っている点である。川根地区の事例分析か

らは、集落は従来からの「守りの自治」を行

い、振興協議会は新たな「攻めの自治」を担

うという分担関係が見出され、振興協議会が

集落レベルの活動を支援し、物心両面で支え

ている役割も確認された。 

 そして、このことから第４に、新しいコミ

ュニティと集落の補完関係を強く意識する

ために、「小さな自治」では、集落とは異な

るあり方が模索され、それが組織運営の「革

新性」として発現することが確認される。つ

まり、集落ではできないことを新しいコミュ

ニティで積極的に取り組むために、新たな形

での組織運営が意識されているのである。典

型的には、地域内の女性や若者の積極的参加

の促進である。 

 このように中山間地域における「小さな自

治」の特徴と性格の解明を行った点は、中山

間地域再生のひとつの方向性を示すものと

して大きな成果と位置付けられる。 

その上で、今後の発展条件を検討すると、

多くの「小さな自治」組織は、任意組織であ

り、また法人格を持つ場合にはＮＰＯ法人が

選択されているが、それは組織の性格からし

て必ずしも適合的でない。それゆえに、この

ような「小さな自治」の設立の促進・安定化

が求められている。具体的にそれを促進する

政策として、多面的な活動を許容する制度、

集落活動との両立を保証する制度、そして特

に「小さな自治」の性格に対応した新たな法

人格が必要であることが提起できる。その具

体化が、諸外国の事例との比較を含めて、今

後に残された研究課題である。 
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